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研究成果の概要（和文）：本研究は、近年の熟議民主主義研究において注目されつつある「熟議システム」概念につい
て、同概念がどの程度の理論的射程を有するものであるのかを、とりわけ自由民主主義との関係において、政治理論的
なアプローチで検討するものであった。研究の結果、熟議システム概念は、自由民主主義を超える射程を有するものと
して理解されるべきであること、「私的領域」と見なされてきた家族や親密圏も熟議システムとして把握できること、
非自由民主主義的な政体についても熟議システムの一つのタイプとして理解することができることが、明らかとなった
。

研究成果の概要（英文）：This research explores the theoretical range of the concept of deliberative 
systems which has been increasingly paid attention in the field of deliberative democracy studies. 
Especially, its focus is placed on the relationship between liberal democracy and deliberative systems 
because deliberative democracy has been seen as an element of liberal democracy and the aim of this 
research is to rethink this widely shared assumption. Through this research, it has been made clear that; 
1) the idea of deliberative systems should be understood as what has theoretical range beyond liberal 
democracy, 2) Family or the intimate sphere can be understood as a deliberative system within "nested 
deliberative systems", and 3) non-liberal democratic polity can be seen as a type of the deliberative 
system.

研究分野： 政治学・政治理論
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１．研究開始当初の背景 
 
 熟議民主主義は、「話し合い」における熟
慮・反省とそれを通じた選好や意見の変容と
を重視する民主主義の考え方である。熟議民
主主義研究は、1990 年代以降急速に発展し、
その中で、民主主義論の「熟議論的転回」、
さらには政治理論・哲学としての研究からよ
り経験的な研究へという「経験的転回」を遂
げたとも言われるようになった。 
 それにもかかわらず、熟議民主主義研究の
中心は、長らく「自由民主主義」を前提とし
たものであった。すなわち、「ポスト冷戦」
という時代状況の下で、自由民主主義へのオ
ルタナティヴは見出しにくく、熟議民主主義
もまた自由民主主義とは異なるものとして
ではなく、自由民主主義の中にあって、それ
をより民主的なものにするための一つのア
イデアとして理解されてきたのである。たと
えば、1992 年に原著が刊行されたユルゲン・
ハーバーマスの『事実性と妥当性』という著
作は、まさに自由民主主義的な政治体制の下
での熟議民主主義の可能性を探るものであ
った。 
 しかしながら、果たして熟議民主主義は自
由民主主義の下でのみ可能なのかという問
題関心も、2000 年代後半には萌芽的に見ら
れるようになっていた。自由民主主義とは異
なる政治体制である中国における熟議民主
主義についての研究が始まったことは、その
一つのきっかけであった。理論的にはとりわ
け、この時期に議論され始めた「熟議システ
ム」の概念が重要である。熟議システム概念
は、熟議民主主義を自由民主主義とは明確に
異なる民主主義の構想として展開するため
の手がかりを提示するものでもあるように
思われた。しかし、本研究開始当初には、こ
のような問題関心から熟議システム概念を
論じようとしている研究者は、世界的に見て
も、ジョン・Ｓ・ドライゼクやジェーン・マ
ンスブリッジなどを除いて極めて少なかっ
たし、その彼らの研究についても、なお検討
の余地があるものであった。 
 
２．研究の目的 
 
 １．で述べた通り、本研究開始当初には、
熟議システム概念と自由民主主義との関係
を本格的に検討する研究者はきわめて少な
かった。そこで、本研究では、熟議システム
概念が自由民主主義を超える理論的射程を
持つものなのか、持つとすればそれはどのよ
うな形においてなのか、といった問題につい
て検討することにした。 
したがって、本研究の第一の目的は、熟議

システム概念に関する理論的考察を通じて、
熟議民主主義を自由民主主義とは明確に区
別される民主主義の構想として提示するこ
とであった。とりわけ、ユルゲン・ハーバー
マスによる、いわゆる「複線モデル」の構想

――国家における「意思形成」（意思決定）
と市民社会・公共圏における（熟議を通じた）
「意見形成」とを区別した上で両者の連関の
重要性を説く議論――と、熟議システム概念
との異同について検討することが、本研究の
重要な課題であった。 
第二の目的は、自由民主主義において「私

的領域」とされる家族や親密圏における熟議
民主主義の可能性について、熟議システム論
の展開を踏まえつつ、検討することであった。 
第三の目的は、「非自由民主主義的」と見

なされがちな政治と社会について、熟議民主
主義論の観点から検討してみることであっ
た。 
 
３．研究の方法 
 
 本研究は、政治理論の分野における研究で
ある。したがって、研究の方法としては、刊
行された文献や論文をテクストとして読解
し、その理論的意義と問題点を考察するとい
う方法を採用した。このような研究方法にお
いては、しばしば既存の研究の紹介と整理に
とどまることが懸念されるが、本研究におい
ては、熟議民主主義を自由民主主義と区別し
て把握するという明確な目的に従った読解
と考察を行い、各研究成果において明示的に
新たな理論的知見を提示することで、この懸
念の解消に努めた。 
 なお、新たな理論的知見を提示するために
は、研究課題に関する世界的な議論動向を把
握しておくことが重要である。そのため、海
外学会への参加や海外研究者へのインタビ
ューなどを実施した。 
 
４．研究成果 
 
(1) 熟議民主主義と自由民主主義との関係
については、研究期間を通じて、熟議民主主
義論における代表的な研究諸動向（ハーバー
マスの「複線モデル」、「ミニ・パブリックス」
論、そして熟議システム論）の比較検討、熟
議民主主義と参加民主主義の比較検討、およ
び、その他の近年の民主主義論や民主主義に
関する概念と熟議民主主義との比較検討を
通じて、以下のような知見を得た。   
第一に、「複線モデル」が基本的に自由民

主主義の枠内にとどまっているのに対して
（ただし、私的領域からの意見形成を重視し
ている点では、部分的に自由民主主義を超え
る視点も有している）、ミニ・パブリックス
論は非自由民主主義的な政治体制の下でも
ミニ・パブリックスが存在し得ることに注目
しているという点において、自由民主主義を
乗り越えるための手がかりを提供している
ことである。 
第二に、ただし、ミニ・パブリックス論は、

そのことに対する理論的な根拠づけが十分
ではなく、この点については熟議システム論
が最も優れていること、とりわけそれが、「シ



ステム」の構成諸要素を抽象化して捉える視
点を提供していることが自由民主主義の相
対化のために重要だということである。した
がって、熟議民主主義を自由民主主義から区
別しようとする際に、熟議システムは非常に
重要な概念である。 
第三に、しかし、熟議システム論において

も、それが自由民主主義を相対化する視点を
有することが研究者の間で十分に共有され
ていないことに加えて、そのような視点を保
持している研究の場合でも、自由民主主義相
対化の程度はなお不十分であることである。  
第四に、熟議システムとして把握された熟

議民主主義は、1970 年代～80 年代にかけて
提唱された、キャロル・ペイトマンやクロフ
ォード・マクファーソンらによる参加民主主
義論と、自由民主主義を超える視点を有して
いるという点において共通性を持つ、という
ことである。近年の研究では、参加民主主義
と熟議民主主義との間の差異が強調される
場合もある。とりわけ、参加民主主義の観点
から、熟議民主主義における社会構造への視
点の欠如が指摘される場合もある。本研究も、
これらの研究動向を踏まえており、熟議と参
加の違いにも留意した。その上で、熟議民主
主義もまた、参加民主主義が有していた自由
民主主義を乗り越える視点を持ち得ること
を示した。 
第五に、近年注目されている民主主義論で

あるポピュリズム論や「民主主義 2.0」論（東
浩紀）は、「個人化」の進展する中で自由民
主主義をどのように捉え直すのかという点
で、熟議民主主義との間に、反省性や包括性
という点で差異を有しつつも、共通する問題
関心を有しているということである。また、
民主主義に関係する概念である「協働」につ
いても、熟議民主主義の観点から検討を行い、
熟議と協働とを概念的に区別した上で、「協
働の熟議化」を目指すことが重要であること
を明らかにした。 
 以上のことについては、下記「５．主な発
表論文等」における、雑誌論文②、③、⑤、
⑥、図書①、③、学会発表①、③、④などに
おいて、主に公表した。 
 
(2) 「私的領域」と熟議民主主義との関係に
ついて、自由民主主義においては、私的領域
とされる家族や親密圏もまた、国家・政府と
同様に民主主義による意思決定が（少なくと
も可能性としては）行われ得る一つの単位で
あり、それゆえに一つの熟議システムとして
理解できるということを明らかにした。この
ように考えると、社会には、ある人々の間で
熟議民主主義的に意思決定が行われる単位
が遍在すると考えることができるようにな
る。そのような複数の熟議システムの連関を
理論的に把握するために、「入れ子型熟議シ
ステム（nested deliberative systems）」と
いう概念を考案した。この概念によれば、あ
る単位（たとえば家族）は、それ自体として

一つの熟議システムであるとともに、（家族
における「日常的な話し合い」としての熟議
によって）「意見形成」（ハーバーマス）が行
われるという意味で他の熟議システム（たと
えば国家）の要素の一つでもあるものとして
捉え直される。このような概念の彫琢を通じ
て、熟議民主主義と自由民主主義との関係を
再考した。 
 以上のことについては、下記「５．主な発
表論文等」における、雑誌論文①、④、⑥、
学会発表①、③、④などにおいて、主に公表
した。 
 
（3）非自由民主主義的な政治・社会と熟議
民主主義との関係については、以下のような
知見を得た。 
 第一に、深い文化的差異や民族的対立によ
って特徴づけられる「分断社会」における熟
議民主主義の可能性について検討し、分断社
会における熟議民主主義を考える場合には、
自由民主主義的な諸制度を前提とするだけ
ではなく、自由民主主義的ではないが熟議民
主主義的ではあるような制度のあり方を視
野に入れることも重要だ、ということである。
とりわけ、分断社会において、自由民主主義
的な諸制度の導入そのものがさらに分断を
招く可能性もないわけではないことを考慮
に入れるならば、この知見の重要性はさらに
高まる。 
 第二に、「権威主義的熟議」や「熟議的文
化」といった概念を通じて、非自由民主主義
的な熟議民主主義を理解しようとする研究
動向が存在することである。本研究において
も、いくつかの論文等において、この動向を
非自由民主主義的な熟議民主主義理解のた
めの試みとして紹介した。もっとも、これら
の概念についての研究は、世界的にもまだ始
まったばかりと言え、本研究においても本格
的な検討を行うことはできなかった。今後の
課題である。 
 以上のことについては、下記「５．主な発
表論文等」における、雑誌論文②、学会発表
①、②、図書①、②などにおいて、主に公表
した。 
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